
 

＜報道発表資料＞ 

令和８年４月２２日  

京都市産業観光局農林振興室 

 

令和８年度「京都市危険木等伐採支援事業」申請受付開始 

 

京都市では、道路や民家等に隣接する森林で、枯れた木や大きく傾いた木など、市民生活

に影響を及ぼす恐れのある危険木について、自治会等が未然に伐採するために必要な経費

の一部を支援する「京都市危険木等伐採支援事業」を実施しています。 

 この度、令和８年度の申請の受付を開始します。 

 

【受付期間】 

令和８年４月２７日（月）～令和９年１月２９日（金） 

※申請額が予算に達した場合、期間途中に受付を終了することがあります。 

 

【事業概要】 

● 補助対象経費 

森林法第５条に規定する地域森林計画の対象森林内に存在し、「危険木判定基準」に 

合致する樹木（危険木）の伐採及び現場集積に要する経費 

 

● 補助内容 

   補助対象経費の７５％以内（土地１筆当たりの上限３０万円） 

 

● 交付の対象者 

⑴ 危険木を所有する方 

  ⑵ 危険木により住宅に直接的な被害を受ける恐れのある方 

⑶ 自治会等 

  ⑷ 森林組合 

 

【事業実施の流れ】 

 ①危険木が所在する区役所・支所に事業計画書を提出してください。 

 ②事業計画の承認後、産業観光局農林振興室※に補助金交付申請書を提出してください。 

 ③補助金交付決定後、事業着手してください。 

※危険木の所在が右京区京北地域の場合、京北・左京山間部農林業振興センター 

（電話：０７５－８５２－１８１７）に提出してください。 



 

【危険木判定基準】 

 本事業では、以下の表に該当する樹木を「危険木」とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問合せ先＞ 

・事業計画書の提出に関するお問合せ先 

危険木が所在する地域の区役所・支所の地域力推進室にお問い合わせください。 

・北区役所地域力推進室（電話：０７５－４３２－１１９７） 

・左京区役所地域力推進室（電話：０７５－７０２－１０２１） 

・東山区役所地域力推進室（電話：０７５－５６１－９１０５） 

・山科区役所地域力推進室（電話：０７５－５９２－３０６６） 

・右京区役所地域力推進室（電話：０７５－８６１－１７８４） 

※京北出張所以外の右京区 

・右京区役所京北出張所（電話：０７５－８５２－１８１１）※右京区京北地域 

・西京区役所地域力推進室（電話：０７５－３８１－７１５７） 

※洛西支所以外の西京区地域 

・西京区役所洛西支所地域力推進室（電話：０７５－３３２－９１８５） 

※西京区大枝・大原野・御陵の一部地域 

・伏見区役所地域力推進室（電話：０７５－６１１－１２９５） 

※深草・醍醐支所以外の伏見区地域 

・伏見区役所深草支所地域力推進室（電話：０７５－６４２－３１２５）※深草地域 

・伏見区役所醍醐支所地域力推進室（電話：０７５－５７１－６１０５） 

※醍醐・日野・石田・小栗栖地域 

 

 ・事業全般に関するお問合せ先 

京都市産業観光局農林振興室（担当：森林利用係） 

電話：０７５－２２２－３３４６ 


